
令和 3 年 3 月

令和 2 年度 令和 11 年度

１．事業概要
（１）

① 施 設

② 使 用 料

1,300 円 1,848 円

1,300 円 1,807 円

1,300 円 1,525 円

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： 〜

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

宮良地区：平成18年7月（14年）
大浜地区：平成25年5月（ 7年）

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

別添２−1

石垣市下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 沖縄県石垣市

事 業 名 ： 農業集落排水事業

処 理 場 数 ２処理場（宮良処理施設、大浜処理施設）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

該当なし

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備
（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の
統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

基本料金（10㎥まで）　　600円
超過料金（11～20㎥）　 　70円/㎥
超過料金（21～30㎥）　 　80円/㎥
超過料金（31～40㎥）　 　90円/㎥

平成31年4月1日法適（一部適用）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 宮良・大浜地区：25.3人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
無

処 理 区 数 ２処理区（宮良地区、大浜地区）

平成30年度 平成30年度

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

基本料金（10㎥まで）　　800円
超過料金（11～30㎥）　 　90円/㎥
超過料金（31～50㎥）　 105円/㎥
超過料金（51㎥以上）　 120円/㎥

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

なし

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成28年度 実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成28年度

平成29年度 平成29年度



③ 組 織

（２）⺠ 間 活 ⼒ の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境
（１）

（２）

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

職 員 数 正規職員10名（うち事務8名、技術2名）、会計年度任用職員3名

事 業 運 営 組 織
建設部下水道課は4事業（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、し尿処理事業）に係る業務を行っている。
組織体制としては、業務係と施設係に分かれており、業務係で下水道使用料および受益者負担金の賦課・調定・徴収、予算・決算等の業務
を、施設係では工事関係の設計施工および管理監督、施設維持管理等の業務を担っている。

資 産 活 用 の 状 況

 ア エネルギー利用
   （下水熱・下水汚泥・発電等） *4

該当なし

 イ 土地・施設等利用
   （未利用土地・施設の活用等） *5

該当なし

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

⺠ 間 活 用 の 状 況

 ア ⺠間委託
   （包括的⺠間委託を含む）

処理場の運転管理業務を民間委託

 イ 指定管理者制度 該当なし

 ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 該当なし

水洗化人口の増加により、有収水量は増加（2018年の約910㎥が整備完了予定の2050年に約2,010㎥に増加）する見通しである。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

※添付した「経営比較分析表」に補足事項等がある場合は記載すること。

特になし

処理区域内人口の予測
国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば将来行政人口は緩やかに減少（2018年から2045年にかけて約5％減少）することから、計画処理区域内人口も同様に減少する見通
しである。処理区域内人口は2018年の約7,500人が2050年には約7,080人に減少する見通しである。

有収水量の予測



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

使用料収入の見通し
有収水量の増加に伴い、現行料金体制のままでも使用料収入は約２倍に増加する見通しである。
一方、経費回収率は約２０％と低いことから、適正な使用料について検討する。

施設の見通し
計画的かつ効率的に⻑寿命化、改築更新を実施し、費用の圧縮と平準化を図る。

組織の見通し
さらなる民間委託の活用により業務の効率化とコスト削減に取り組む。

■適切で計画的な事業執行
これまでの建設投資による元利償還費の負担が大きいこと、維持管理費が増加傾向にあることから、本市の下水道事業は厳しい経営状況にあるといえます。限られた財政の中、今後
は適正な投資計画と財政計画を基に、下水道事業を経営していきます。また、令和元年度から地方公営企業法適用しており、独立採算性及び透明性を高め、経営状況を分かりやす
くします。

■効率的な事業執行
業務の効率化とコスト削減に積極的に取り組むものとし、民間委託の活用により業務効率を高めつつ、将来的にはさらなる包括的民間委託を検討します。

■収入の確保と負担の適正化
財政基盤の強化のため、収入の確保と一般会計との負担区分の適正化を図ります。また、収入の確保のため使用料の収納率向上、滞納整理の強化に対する対策を実施します。

■水洗化の促進
公共用水域の水質保全のため、下水道未接続者への接続の推進を図ります。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）
※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

② 収支計画のうち財源についての説明

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

収支計画の策定の前提となる長期投資試算の結果及びそれに基づく長期目標
　本市では、農業集落委排水施設の整備は完了している。本経営戦略においては、将来の改築更新を出来る限り反映した投資計画を設定し
た。

　管渠、処理場とも、計画的かつ効率的に長寿命化、改築更新を実施することで、費用の圧縮と平準化を図る。
　地震発生時においても下水道機能を継続・早期回復させるため、改築更新時には耐震補強などの対策を行う。

目 標

収支計画の策定の前提となる長期財源試算の結果及びそれに基づく長期目標
　財源確保のため、交付金制度を活用する。長寿命化計画を策定し、改築更新を実施する際には、財源の一部に補助金を充当する。

　使用料については、将来予想される有収水量をもとに収納額を算定した。
　国庫補助金及び起債額については、今後10年間における整備計画をもとに歳入額を算定した。
　また、起債借入については、補助裏のみの借入を基本的な考えとした。
　一般会計繰入金については、分流式下水道に要する経費等、総務省の基準に基づく基準内繰入金及び使用料等では不足する部分を基準外繰入金として算定した。

投資・財政計画（収支計画） ： 別 紙 の と お り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　職員給与費については、現体制をもとに、実績ベースにより算定した。
　動力費・薬品費については、将来予想される有収水量をもとに必要経費を算定した。
　修繕費については、予防修繕を計画的に行うことにより、突発的な経費の発生を抑制しており、実績ベースにより算定した。
　委託料については、複数年委託などのコスト削減に向けた取組みを行っており、今後、大幅な削減は難しいと考え、実績ベースにより算定した。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

② 今後の財源についての考え方・検討状況

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

投資の平準化に関する事項 長寿命化により、改築更新費用の平準化を図る。

⺠間活⼒の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

現在実施している民間委託を継続しつつ、将来的にはさらなる包括的民間委託を検討する。

その他の取組 改築更新の実施に伴い投資額が増えることから、経営努力をしつつ一般会計からの繰入等で財源の確保を図る。

 （１）において、純損益（法適用）⼜は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で⿊字とならず、⾚字が発⽣している場合には、⾚字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項 将来、公共下水道への接続を検討する。

⺠間活⼒の活用に関する事項
（包括的⺠間委託等の⺠間委託、指定管理者制度、

PPP/PFIなど）
水洗化率が上昇し流量が安定して維持管理主体となった段階でさらなる民間活用を検討する予定である。

職員給与費に関する事項
職員の給与水準は、地方公務員法の給与の決定原則に基づき、人事院勧告等国及び県の動向を踏まえるととも
に、他の地方公共団体の均衡を考慮しながら、条例で定め決定し、給与の適正化に努める。
将来の整備完了後は、職員数の減員を検討する。

動⼒費に関する事項 処理場・ポンプ場設備の新設・更新時には、省エネルギー機器を導入するなど、可能な限り消費電力の削減を図
る。

使用料の見直しに関する事項
令和元年度から地方公営企業法を適用した。経営状況を明らかにしつつ、長期的な見通しに立った適正な使用料
への見直しとして、最終的に現行の使用料から８５％以上の増額改定を段階的に実施する。その第一段として、令
和４年４月２０％増額改定に向けて令和３年度より使用料改定手続きに取り組む。

資産活用による収入増加
の取組について

活用できる資産がなく、取組なし。

その他の取組 悪質な滞納者に対しては、差し押さえ等の措置の検討を行い、回収不能については執行停止等の処分を検討す
る。未接続対策として、既に行っている戸別訪問を強化・継続し、接続の勧奨を実施する。

その他の取組 特になし

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

令和元年度に地方公営企業法を適用し、会計手法を官庁会計方式から企業会計方式へ変更したところである。経営状況を明ら
かにしつつ、事後検証及び経営戦略の見直し（ローリング）を適宜行う予定である。

薬品費に関する事項 運転管理とユーティリティ管理を含めて民間委託し、経費節減に取り組んでいる。

修繕費に関する事項 老朽化に伴い修繕経費は増加する傾向にあるため、長寿命化計画に基づき効率的な改築更新を行いつつ、修繕
に取り組む。

委託費に関する事項 現在、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、し尿処理場の各施設の運転管理を民間委託して
おり、可能な限り長期継続契約にて行うなど、委託費の節減に努める。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 （単位：千円，％）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 23,710 25,534 32,958 35,585 38,424 41,270 44,400 47,711 51,269 51,309
(1) 23,604 25,428 32,852 35,479 38,318 41,164 44,294 47,605 51,163 51,203

(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106

２． 242,102 235,539 230,692 217,672 217,319 221,721 212,701 205,287 200,781 197,200
(1) 79,537 78,858 78,137 77,007 76,936 77,256 76,611 76,008 75,387 74,870

79,537 78,858 78,137 77,007 76,936 77,256 76,611 76,008 75,387 74,870

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 160,021 154,137 150,011 138,121 137,839 141,921 133,546 126,735 122,850 119,786

(3) 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544 2,544

(C) 265,812 261,073 263,650 253,257 255,743 262,991 257,101 252,998 252,050 248,509
１． 256,808 255,046 254,064 246,649 251,890 261,881 258,455 257,550 259,559 256,137
(1) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 80,948 85,493 89,129 94,584 100,038 105,493 110,948 117,311 123,675 123,675
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59,748 64,293 67,929 73,384 78,838 84,293 89,748 96,111 102,475 102,475

(3) 175,820 169,513 164,895 152,025 151,812 156,348 147,467 140,199 135,844 132,422

２． 10,563 9,969 9,442 8,997 8,505 8,374 8,231 8,107 7,978 7,842
(1) 3,739 3,482 3,253 3,104 2,963 2,829 2,690 2,544 2,392 2,234

(2) 6,824 6,487 6,189 5,893 5,542 5,545 5,541 5,563 5,586 5,608

(D) 267,371 265,015 263,506 255,646 260,395 270,255 266,686 265,657 267,537 263,979
(E) △ 1,559 △ 3,942 144 △ 2,389 △ 4,652 △ 7,264 △ 9,585 △ 12,659 △ 15,487 △ 15,470
(F)
(G)
(H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

△ 1,559 △ 3,942 144 △ 2,389 △ 4,652 △ 7,264 △ 9,585 △ 12,659 △ 15,487 △ 15,470
(I) 19,480 15,538 15,681 13,293 8,640 1,376 △ 8,209 △ 20,870 △ 36,358 △ 51,828

(J) 13,899 15,657 21,974 24,356 24,117 21,290 15,199 5,136 △ 8,671 △ 23,269

6,728 6,728 6,728 6,728 6,728 6,728 6,728 6,728 6,728 6,728

(K) 25,509 22,404 19,569 16,142 16,599 16,999 17,682 18,372 19,067 19,770

21,038 17,932 15,097 11,670 12,127 12,528 13,211 13,900 14,596 15,298

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 23,710 25,534 32,958 35,585 38,424 41,270 44,400 47,711 51,269 51,309

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益

令和3年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

⻑ 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 ⼒ 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当年度純利益（⼜は純損失） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 ⼜ は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 （単位：千円）
年　　　　　度

区　　　　　分

１． 0 0 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 15,061 11,362 8,076 4,819 965 991 956 1,198 1,441 1,686

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 0 0 113,400 113,400 113,400 113,400 113,400 113,400 113,400 113,400

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 15,061 11,362 134,076 130,819 126,965 126,991 126,956 127,198 127,441 127,686

(B)
(C) 15,061 11,362 134,076 130,819 126,965 126,991 126,956 127,198 127,441 127,686

１． 0 0 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 24,559 21,038 17,932 15,097 11,670 12,127 12,528 13,211 13,900 14,596

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 24,559 21,038 143,932 141,097 137,670 138,127 138,528 139,211 139,900 140,596

(E) 9,498 9,676 9,856 10,278 10,705 11,136 11,572 12,013 12,459 12,910

１． 9,498 9,676 9,445 9,571 9,647 10,080 10,513 10,976 11,444 11,918

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 411 707 1,058 1,055 1,059 1,037 1,014 992

(F) 9,498 9,676 9,856 10,278 10,705 11,136 11,572 12,013 12,459 12,910
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 214,123 193,085 187,753 185,256 186,186 186,660 186,732 186,121 184,821 182,826

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区　　　　　分

79,537 78,858 78,136 77,007 76,937 77,256 76,611 76,009 75,387 74,870

19,368 18,768 18,095 16,962 16,874 17,165 16,492 15,863 15,216 14,675

60,169 60,090 60,041 60,045 60,063 60,091 60,119 60,146 60,171 60,195

15,061 11,362 8,076 4,819 965 991 956 1,198 1,441 1,686

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,061 11,362 8,076 4,819 965 991 956 1,198 1,441 1,686

94,598 90,220 86,212 81,826 77,902 78,247 77,567 77,207 76,828 76,556

令和11年

企 業 債
う ち 資 本 費 平 準 化 債
他 会 計 出 資 金
他 会 計 補 助 金

本年度 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

計
そ の 他

令和8年 令和9年 令和10年

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)
資
本
的
支
出

建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 与 費
企 業 債 償 還 金
他 会 計 ⻑ 期 借 入 返 還 金
他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他
計

他 会 計 借 入 金
国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金
固 定 資 産 売 却 代 金
工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和10年

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)
他 会 計 借 入 金 残 高
企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額           (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金
利 益 剰 余 金 処 分 額
繰 越 工 事 資 金
そ の 他

計

令和11年

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年令和3年本年度


